
 

発     言     通     告     書 

    令和 7年 6月 17日 

松山市議会議長 原   俊 司 殿   

  松山市議会議員 矢 野 尚 良 

次のとおり通告します。    

発言順位 １１ 受領日時 6月 17日 午前・午後 8時 30分 1 枚中 1 枚目 

質問等の方式 一問一答方式  ・  一括方式 発言時間 約 30 分 

答弁を求める者 
･市長    ･教育長    ･選挙管理委員会委員長    ･公平委員会委員長 

･農業委員会会長    ･監査委員    ･公営企業管理者 

 

No 件        名 発  言  の  要  旨 

1 本市におけるラーケーション制度の （１）他の自治体の導入状況及び令和 5年 9月定例会での答弁につい 

 導入について  て 

   ①令和 5年 9月以降に本制度を導入した自治体数について 

   ②導入済みの自治体から得た検証内容や結果について 

   ③家庭の事情で利用できないケースへの対応や児童・生徒の学力へ 

    の影響などについて配慮する必要があるとの答弁について 

  （２）令和 5年 6月の全国知事会休み方改革プロジェクトチームの提言 

   について 

   ①本提言に対する市長の考えについて 

   ②本市の企業の有給休暇取得率について 

   ③本市の企業の有給休暇取得促進のための環境整備に関する取組 

    について 

  （３）本市におけるラーケーション制度の導入について 

   ①新居浜市の「あかがねラーケーション」制度について 

   ②子どもと家族が一緒に休める環境や仕組みづくりについて 

   ③本市においてラーケーション制度を導入することへの見解を問う。 

   

2 本市における認知症支援対策につ （１）本市における認知症者数等の現状について 

 いて  ①本市の認知症者数の現状及び認知症高齢者の日常生活自立度 

    ごとの現状について 

   ②本市の今後の認知症者数の増減の見込みについて 

  （２）本市における認知症支援対策の現状について 

   ①本市の取組状況と問題点について 

   ②本市の認知症に関する相談について 

  （３）本市の認知症高齢者の徘徊等による行方不明者の現状と、本市 

   支援サービスの現状と課題について 

  （４）本市の認知症施策推進計画策定についての見解を問う。 

 


